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  １，議事日程  

日程 １．建設水道常任委員長報告について 

日程 ２．厚生常任委員長報告について 

日程 ３．総務常任委員長報告について 

日程 ４．都市基盤整備特別委員長報告について 

日程 ５．決算審査特別委員長報告について 

日程 ６．各常任委員会の先進地視察について 

日程 ７．議会運営委員会の先進地視察について 

日程 ８．都市基盤整備特別委員会の先進地視察について 

日程 ９．各常任委員会の閉会中の継続審査について 

日程１０．議会運営委員会の閉会中の継続審査について 

追加日程 １．発議第 ５号 斑鳩町の合併についての意思を問う住民投票に関す 

る条例の一部を改正する条例について 

追加日程 ２．発議第 ６号 郵政民営化に関する意見書について 

追加日程 ３．陳情第 ３号 「陳情書」について 

追加日程 ４．要請第 ４号 「抗議・要請文」について 

 

  １，本日の会議に付した事件  

     議事日程に同じ  

 

  



          （午前９時３０分 開議） 

○議長（浅井正八君）  おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１６名で、全員出席であります。 

 ただいまから本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、開会初日に決定したとおりであります。これに従って議事を進め

てまいります。 

 日程１、建設水道常任委員長報告について、建設水道常任委員長の審査結果報告を求

めます。１６番、中川委員長。 

○建設水道常任委員長（中川靖広君） それでは、建設水道常任委員会の審査結果につい 

てのご報告をいたします。 

 本定例会初日に本会議から付託を受けました議案等の審査を行うため、９月１３日、

全委員出席のもと委員会を開会いたしました。その審査の概要と結果について報告いた

します。 

 まず初めに、本会議からの付託議案でありますが、議案第３４号 平成１６年度斑鳩

町公共下水道管渠築造工事請負契約の締結についてを議題とし、理事者より説明を受け

、質疑をお受けしたところ、委員からは、隣接する区域で他の工事も予定されているこ

とから、工事に際しては住民の方の通行に支障が生じないように、よく連絡を取り合っ

て進めるようにとの意見がありました。 

 本件についてお諮りしたところ、当委員会としては満場一致で原案どおり可決すべき

ものといたしました。 

 次に、承認第８号 町長専決処分について承認を求めることについて（平成１６年度

斑鳩町水道事業会計補正予算（第１号）について）、理事者より説明を受け、委員から

特段の質疑はありませんでしたが、当委員会として満場一致で承認すべきものといたし

ました。 

 次に、認定第１０号 町道認定についてを議題とし、理事者より説明を受け、質疑を

お受けしたところ、委員からは、今回認定する路線に関連する私道の関係について、ど

ういった状況にあるのかとの質問には、関係地権者の方には声をかけさせていただいて

おりますが、これまでの経緯もあり、今すぐには難しい状況にあるとのことですが、十

分に声かけして、町道となれるように努めていきたいと考えていますとの答弁がありま

した。 



 本件についてお諮りしたところ、当委員会としては満場一致で原案どおり認定すべき

ものといたしました。 

 続いて、継続審査事案であります公共下水道事業に関することについてを議題とし、

理事者より説明を求めたところ、県が施工する流域下水道事業の８月末の進捗状況は、

中継ポンプ場の電気設備が７５％、機械設備が９４％であり、竜田川幹線管渠工事のシ

ールド工事は８８％であり、すべて順調に進められている。 

 町の公共下水道事業の進捗状況については、６月議会で議決をいただいた工事、５月

に発注した工事とも、それぞれ予定の工期での完成を目指し、順調に作業が進められて

いる。 

 次に、供用開始に向けての準備については、供用開始に向け、関係機関との協議等を

具体的に進めている状況にあるとの説明がありました。 

 委員より質問をお受けしたところ、集中浄化槽の施設が道路に埋設されている場所が

あると聞くが、この施設の処理についてはどう考えているのかとの質問には、当該浄化

槽は地元が管理されているものでありますから、地元で汲み取り、清掃、処分をして、

埋めていただくことになりますとの答弁がありました。 

 本件については、説明を受け、一定の審査をしたということで終わりました。 

 続いて、各課報告事項といたしまして、１、平成１６年度一般会計補正予算（第４号

）についてのうち、当委員会所管に関するものについて、２、町営住宅入居者の募集に

ついて、３、道路整備５カ年計画の進捗について、それぞれ担当課より説明を受け、委

員からは若干の質疑がありましたが、理事者より一定の答弁がなされております。本件

については、当委員会として了承をしたということで終わりました。 

 次に、その他といたしまして、１つ、目安大和川堤防の天端コンクリートのずれにつ

いて、１つ、法隆寺南住宅の雨水排水調査について、１つ、委員会での質問に対する取

り組みについて、１つ、県道天理斑鳩線について、１つ、国道１６８号線、竜田大橋の

右折レーン確保について、１つ、公共下水道事業の平成２２年度末での完成までの計画

について、１つ、県浄化センターの完成にかかる供用開始の関係について、１つ、いき

いきファームの現状について、１つ、大和川と竜田川の合流点での道路改良についてな

どの質疑があり、理事者よりそれぞれ一定の答弁がなされております。 

 以上が、当委員会における審査の概要と結果でありますが、詳細につきましては会議

録に整理いたしておりますので、ご覧いただきますようお願い申し上げます。 



 最後に、当委員会として、公共下水道事業に関することについて及び委員会条例第２

条第１項第３号の定める所管事務について、閉会中も引き続き調査を要するものと決定

し、議長に申し入れております。 

 また、当委員会所管事務について、先進地視察を計画し、計画書を議長に提出してお

ります。いずれも議員各位のご理解を賜りますようお願いし、建設水道常任委員会委員

長報告を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。 

○議長（浅井正八君） 次に、日程２、厚生常任委員長報告について、厚生常任委員長の 

審査結果報告を求めます。１２番、木田委員長。 

○厚生常任委員長（木田守彦君） それでは、厚生常任委員会の審査結果について報告を 

いたします。 

  本定例会初日に本会議から付託を受けました議案等の審査を行うため、９月１４日、 

全委員の出席もとに委員会を開催いたしました。その審査の概要と結果について報告い

たします。 

 まず初めに、本会議から付託を受けました議案第２８号 斑鳩町印鑑条例の一部を改

正する条例についてを議題とし、質疑をお受けしたところ、特段の質疑はありませんで

したので、本件についてお諮りしたところ、当委員会としては満場一致で原案どおり可

決すべきものといたしました。 

 次に、議案第３０号 斑鳩町保育の実施に関する条例の一部を改正する条例について

を議題とし、質疑をお受けしたところ、委員より、保育料の徴収に関する階層別の数値

を知りたいとのことでありましたので、理事者より資料が提出されたところであります

。 

 本件についてお諮りしたところ、当委員会としては満場一致で原案どおり可決すべき

ものといたしました。 

 次に、議案第３１号 斑鳩町在宅ねたきり老人介護手当支給条例の一部を改正する条

例についてを議題とし、質疑をお受けしたところ、特段の質疑はありませんでしたので

、本件についてお諮りしたところ、当委員会としては満場一致で原案どおり可決すべき

ものといたしました。 

 次に、議案第３３号 平成１６年度斑鳩町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

についてを議題とし、質疑をお受けしたところ、特段の質疑はありませんでしたので、

本件についてお諮りしたところ、当委員会としては満場一致で原案どおり可決すべきも



のといたしました。 

 続いて、報告第９号 議会の委任による町長専決処分の報告について（損害賠償の額

の決定について）、報告第１０号 議会の委任による町長専決処分の報告について（平

成１６年度斑鳩町一般会計補正予算（第３号）について）の２議案について内容が関連

することから、一括で議題とし、質疑をお受けしたところ、ごみ収集車は、工事などで

道路が通行出来ない場合、迂回をすることになるが、そうした情報の連絡はきっちりと

出来ているのかとの質問があり、理事者からは、前もって担当課より連絡があり、それ

を収集の現場にも通知しており、事前に迂回路等の検討を行っているとの答弁がありま

した。 

 本件についてお諮りしたところ、いずれの議案についても満場一致で了承すべきもの

といたしました。 

 次に、継続審査案件であります（仮称）総合福祉会館整備計画についてを議題とし、

理事者より説明を求めたところ、前回委員会同様、少し時間をいただく中で、早期建設

に向け取り組みを進めている状況です。建設用地の選定などがまとまりましたら、委員

会にご報告申し上げ、対応を図ってまいりたいとの説明でありました。 

 質疑をお受けしたところ、特段の質疑はありませんでしたので、本件については一定

の審査を行ったということで終わりました。 

 次に、各課報告事項といたしまして、平成１６年度一般会計補正予算（第４号）につ

いてのうち、当委員会所管に関するものについて、それぞれ担当課より説明を受けまし

た。委員より若干の質疑がありましたが、理事者より一定の答弁がなされております。

本件については、当委員会として了承をしたということで終わりました。 

 なお、理事者より、ふれあい交流センターの町内利用者の促進のため、入場料の見直

しを検討していることについて、及び河合町で発生した小中学校の集団食中毒に係る町

の対応について、それぞれ報告がありました。 

 次に、その他といたしまして、委員より、１つ、人間ドックの受診について、２つ、

国民健康保険の被保険者証の個人カードについて、３つ、次世代育成支援計画における

若者の雇用問題について、４つ、大規模災害時の被災者への生活資金の貸し付け制度に

ついて、５つ、竜田公園のホームレスへの対応についてなど質疑がありましたが、それ

ぞれ理事者より一定の答弁がなされております。 

 以上が、開会中におけます当委員会にかかわります主な審査の概要でありますが、詳



細につきましては会議録に整理させていただいておりますので、ご覧いただきますよう

お願い申し上げます。 

 最後に、当委員会として、（仮称）総合福祉会館整備計画について、及び委員会条例

第２条第１項第３号の定める所管事務について、閉会中も引き続き調査を要するものと

決定し、議長に申し入れております。 

 また、当委員会所管事務について、先進地視察を計画し、計画書を議長に提出してお

ります。いずれも議員各位の理解を賜りたいと思います。 

 以上で、厚生常任委員会委員長報告を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうご

ざいました。 

○議長（浅井正八君）  次に、日程３、総務常任委員長報告について、総務常任委員長の 

審査結果報告を求めます。２番、松田委員長。 

○総務常任委員長（松田 正君） 総務常任委員長の松田でございます。 

 総務常任委員会が本会議から付託を受けました議案第２９号 斑鳩町町税条例の一部

を改正する条例のほか５事案について、９月１５日の会議において審査をいたしました

ので、その概要と結論について報告をいたします。 

 まず、付議事案から報告をします。 

 議案第２９号 斑鳩町町税条例の一部を改正する条例についてであります。議案書に

添付されています要旨に基づき、所管課長から提案説明を受けたところでありますが、

委員から格別の質疑もなく、総務常任委員会としては、原案どおり可決すべきものと決

しました。 

 議案第３２号 平成１６年度斑鳩町一般会計補正予算（第４号）については、既定の

歳入歳出予算の総額に、それぞれ４，３２２万４，０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を９２億８，８８９万円とするもので、その主な補正内容につきましては、初日の

町長総括提案説明の中で詳細に述べられており、あらかじめ所管の委員会に属する事項

につきましては、理解が得られているとの前提に立って、委員からあえて質問がありま

した。歳出、土木費の道路新設改良費１億５２３万７，０００円の補正予算を計上して

いるが、これは龍田西８丁目地内の用地取得にかかわるものと理解しているが、その詳

細についての説明が求められた上で、この種取り扱いについては、その対応と経緯につ

いて的確な説明に心がけるよう要請をされました。理事者側もこの要請を理解し、委員 

会は議案第３２号について、満場一致で原案どおり可決すべきものと決しました。 



 次に、議案第３６号 奈良県市町村会館管理組合を組織する地方公共団体の数の減少

について、議案第３７号 奈良県市町村非常勤職員公務災害補償組合を組織する地方公

共団体の数の減少及び奈良県市町村非常勤職員公務災害補償組合規約の変更について、

議案第３８号 奈良県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び

奈良県市町村職員退職手当組合規約の変更については、新庄町と當麻町が合併し、 城

市として発足することに伴う措置であり、一括議案として取り扱い、原案どおり可決す

べきものとされました。 

 次に、請願第１号 郵政事業の民営化に反対を求める決議の意見書提出に関する請願

についてであります。 

 まず、請願書について、議会事務局より内容の朗読を求め、続いて本請願書の紹介議

員から説明を受け、各委員の意見討論を受けるという形で審査を進めることになりまし

た。本請願の説明に当たって紹介議員からは、「特に意見書の内容にこだわる気持ちは

持っていないので、委員会で検討の上、必要なら修正してもらってもいいというので、

意見書が提出出来るよう配慮をお願いしたい」という発言がありました。 

 委員会では、これらの発言、請願の趣旨と内容、意見書などについて率直な意見を交

わす中で、請願が議会に提出されたのが８月２０日、本会議付託を受けて総務常任委員

会が審議事項として議題としたのが９月１５日で、その間２５日間もの時間差が生じて

おり、その間に郵政民営化をめぐる政府の動きは激しく、９月１０日には郵政民営化に

関する基本方針が閣議決定され、今後、具体策が講じられていく状況にあるということ

をどのように判断するかがこの請願の取り扱いを審査する上での焦点となるとの共通の

認識に立ち、委員会審議を中断し、別室でその取り扱いについて協議することにいたし

ました。 

 別室での協議は、郵政事業が真に全国の地域住民の公平な生活条件と利便性を確保さ

れるものでなければならないという各委員の熱い思いを互いに尊重し合い、譲り合う精

神で協議を続け、紹介議員、請願者の意向も確かめながら意見書の内容について調整す

ることにいたしました。 

 その結果、別紙のとおり追加事案としてお願いしています「郵政民営化に関する意見

書」に示す内容で合意し、委員会としてもこの内容を確認することが出来ましたので、

総務常任委員の連名により意見書を提出し、本会議で採択を求めることになりましたの

で、ご理解とご協力、ご賛同をお願いする次第であります。 



 そこで、請願の取り扱いについて申し述べておきたいと思います。 

 意見書の内容確認が出来、本会議提出の手続がとられることによって、請願はどのよ

うに取り扱われることになるのか、採択となるのか不採択となるのかということについ

て議論となりましたが、最終的には本会議で意見書が可決された場合は請願の一部趣旨

採択と解され、この場合の請願の取り扱いはみなし採択として処理することが適当とい

うことになりました。 

 以上のとおり別室協議の内容と結論を再開後の委員会で正式に確認し、了解を得て、

請願第１号についての審査を終えることといたしました。 

 次に、継続審査事案としています斑鳩町における歴史的史跡等の発掘調査、整備保存

に関することについてでありますが、史跡中宮寺池の発掘調査の結果並びに法隆寺裏山

の発掘調査で火葬墓が発見されたことなどが、写真を示しながら報告説明がありました

が、詳細は議事録を参照願い、報告は割愛させていただきます。 

 各課報告としては、１、投票日における投票開始サイレン吹鳴の廃止について、２、

電子投票のデモにおけるアンケート調査について、３、斑鳩町立町民プールの利用状況

について、４、河合町小中学校における食中毒事件と当町の対応について、５、下司田

池の訴訟についてなどの状況が報告されましたが、時間的な制約があって質疑などが行

われず、報告を聞きおくことにとどめ、当日の委員会審議を終えることといたしました

ので、ご了承いただきますようお願いを申し上げます。 

 以上で総務常任委員会の報告を終わります。 

○議長（浅井正八君）  次に、日程４、都市基盤整備特別委員長報告について、都市基盤 

整備特別委員長の審査結果報告を求めます。８番、坂口委員長。 

○都市基盤整備特別委員長（坂口 徹君） それでは、定例会初日に本会議から付託を受 

けました議案等の審査を行うため、９月１５日、全委員出席のもと、委員会を開催いた

しましたので、その審査の結果と概要をご報告申し上げます。 

 まず初めに、本会議から付託を受けました議案第３５号 大和路線法隆寺駅橋上駅舎

工事協定の変更についてを議題とし、理事者より説明を受けました。 

 駅東側の踏切の拡幅について、踏切拡幅に要する事業費が明らかになり、工事に要す

る費用を総額１４億２，８２９万６，０００円に変更することになり、年度区分につい

ても、平成１６年度の２線２面化変更工事に併せて踏切工事が発注される必要があるこ

とから、１６年度実施分として３億１，７７９万円に変更するものである。 



 なお、工事協定の増額変更に伴い、法隆寺駅自由通路の新設及び橋上駅舎化事業に関

するＪＲとの基本協定書について、総額概算事業費を当初の２０億６，２００万円から

２０億９，９００万円に合わせて変更する手続を行うこととしているとの説明がありま

した。 

 質疑をお受けしたところ、委員より若干の質疑があり、理事者より一定の答弁がなさ

れております。 

 本件についてお諮りしたところ、委員会としては満場一致で可決すべきものといたし

ました。 

 続きまして、継続審査案件であります都市計画道路の整備促進に関することについて

のうち、いかるがパークウェイについてを議題とし、担当課長から、前回の委員会以後

の経過及び対応について説明がありました。 

 稲葉車瀬区間については、農地地権者に対する買収単価を提示するための説明会を９

月１５日、稲葉車瀬集会所で実施させていただきたく、説明会の後、個別に交渉等に入

っていただくことになるが、早期に買収出来るよう町としても地権者の方や国とも調整

していきたいと考えている。 

 また、建物の所有者に対する補償の積算にはしばらく時間を要することから、算出後

に各地権者へ個別に補償額の提示などの交渉に入らせていただきたい。 

 次に、モデル区間について、ボランティアサポートプログラムによるボランティア活

動といたしまして、８月２５日、９月１０日に、定期活動として清掃活動を行っていた

だきました。 

 次に、昭和橋の右折レーン設置工事について、昭和橋の奈良方面行きの右折車両によ

る渋滞の緩和のために、橋を一部拡幅し、右折車線を設けると共に、交差点手前のカー

プを緩やかにし、歩道の整備も行うという目的で３月に発注されていますが、現在、休

止中であります。近日中に再開するべく工程の調整をされているところであります。橋

梁部分の工事は、出水期が終わった１１月初旬から着手されることになっています。土

工部分については、９月中には再開されると聞いております。 

 次に、三室交差点東側の鬼坂部分の１軒について、その代替用地としての条件整理と

して、今議会において、道路用地として公社用地の買い戻しのための補正予算、そして

当該部分の町道認定についてお願いをしており、議決をいただければ、直ちに当該者の

補償額の提示等、買収のための手続を進め、買収後には国より当該土地の使用許可を受



けまして、狭隘部の町道改良を行っていきたいと考えているとの報告がありました。 

 質疑をお受けしたところ、委員より、右折レーンの工事は平成１６年度中に完成する

のかとの質問があり、１６年度内に完了する予定と聞いているとの答弁でした。 

 次に、法隆寺線についてを議題とし、担当課長から、前回の委員会以後の経過及び対

応について説明がありました。 

 前回委員会で報告した、服部道と区画整理区域の間の家屋は、取り壊し作業を実施さ

れている。今週中には終わる予定と聞いている。 

 また、隣接する倉庫について、現在補償額を算定しているところで、算定後、早期に

契約を行い、服部道から区画整理区域の間の舗装や植栽等、表面の工事を実施してまい

りたいと考えている。 

 未買収の用地については、事業に対して反対という方と現在も交渉をさせていただい

ている。事業に対して協力をしていこうということについては、もう少し時間をいただ

きたいと伺っている。何とか近いうちに決めていただけるよう、調整を図ってまいりた

いと考えております、との報告がありました。 

 本件については、委員より特段の質疑はありませんでした。 

 次に、その他路線についてを議題とし、担当課長から、前回の委員会以後の経過及び

対応について説明がありました。 

 法隆寺門前線については、法隆寺南大門前の工事が８月３１日に完了したことから、

法隆寺門前東側広場部分の整備に先立ち、現在発掘調査にかかっているところである。

この調査も１０月中には終わる予定と聞いており、１１月頃から広場整備に着手したい

と考えている。 

 なお、地元や法隆寺と整備計画をもとに調整を行っているところである、との報告が

ありました。 

 本件については、委員より特段の質疑はありませんでした。 

 以上、都市計画道路の整備促進に関することについては、それぞれ委員会として了承

をしたということで審査を終えております。 

 次に、ＪＲ法隆寺駅周辺整備事業に関することについてを議題とし、担当参事から、

前回の委員会以後の経過及び対応について説明がありました。 

 駅周辺整備の状況について、前回委員会以降において特に報告させていただく事項は

ないが、駅舎自由通路の意匠等について検討（案）を提示するようにとの意見をいただ



いており、本日の委員会に何らかの資料をと考えていた。ＪＲに指示し調整を図ったと

ころ、現時点では資料が整っておらず、出来るだけ早く委員会に検討案を示せるよう調

整してまいりたいと考えている。 

 次に、周辺道路計画の関係について、種々ご指摘いただいており、新家地区における

アクセス道路の関係や、北口におけるＪＲ廃線用地の道路計画、北口広場から北方面へ

の町道の拡幅等、指摘事項を踏まえた中で関係地権者と十分調整させていただき、理解

を得る中で、地域の住民の方々にとって利用しやすい、安全性にも配慮した整備を検討

していきたいと考えている、との報告がありました。 

 質疑をお受けしたところ、委員より、誰もが利用しやすい斑鳩らしい駅舎の整備と言

っているが、斑鳩らしいとはどういったものを考えているのかとの質問があり、意匠に

関することと思いますが、瓦をはじめ、法隆寺の卍崩しやエンタシスの回廊など、そう

いったものが斑鳩らしさになってくるのではないかと考えているとの答弁がありました

。 

 また、廃線敷地を利用した道路計画の状況について質問があり、整備をしていくこと

になりますが、交互交通にすべきなどの指摘をいただいており、そういったことも含め

て検討中であるとの答弁でした。 

 また、駅舎の工事中は、駅の利用はどうなるのかという住民の不安の声を聞くがどの

ような周知方法を考えているのかとの質問には、ホームページ等を活用していきたいと

の答弁がありました。 

 さらに、委員からは、駅東側の踏切について、交渉の中で出来るだけ車道を広げてい

ただき、拡幅で施工される自歩道と車道の区別がはっきりわかるように施工してもらい

たいとの意見がありました。 

 本件については、説明を受け、委員会として了承したということで審査を終えており

ます。 

 以上が、当委員会における審査の概要でありますが、詳細につきましては、会議録に

まとめさせていただいておりますので、ご覧いただけますようお願い申し上げます。 

 最後に、当委員会所管事務について、先進地視察を計画し、計画書を議長に提出して

おります。いずれも議員各位のご理解を賜りたいと思います。 

 これをもって都市基盤整備特別委員長報告を終わらせていただきます。ご清聴ありが

とうございました。 



○議長（浅井正八君）  次に、日程５、決算審査特別委員長報告について、決算審査特別 

委員長の審査結果報告を求めます。５番、森河委員長。 

○決算審査特別委員長（森河昌之君） それでは、決算審査特別委員会のご報告を申し上 

げます。 

 本会議から付託を受けました、平成１５年度斑鳩町一般会計歳入歳出決算の認定につ

いての他、５特別会計の認定の審査を行うため、９月８日、９日の２日間にわたり当委

員会を開催いたしました。その内容と審査についてご報告をいたします。 

 審査に当たっては、まず初めに代表監査委員より決算審査意見書に基づく報告を受け

、その報告に対しまして質疑を受けることといたしました。特段の質疑はございません

でした。 

 以上で、決算審査意見書に対する質疑を終え、続いて収入役より平成１５年度斑鳩町

一般会計及び各特別会計の決算概要について説明を受け、これに対する質疑をお受けし

たところ、委員より、若干の質問があり、理事者より一定の答弁がされております。 

 以上で決算概要説明の質疑を終え、一般会計から順次審査を行うことといたしました

。 

 初めに、本会議から付託を受けました認定第４号、平成１５年度斑鳩町一般会計歳入

歳出決算の認定についての審査に入ることとし、第１款から各款ごとに説明を受け審査

することといたしましたので、その概要につきまして申し上げます。 

 初めに、第１款、議会費では、若干の質疑がありましたが、事務局長より一定の答弁

がされたところであります。 

 次に、第２款、総務費では、世界遺産登録１０周年記念事業の成果についての質問に

は、この記念講演には多くの応募をいただき、関心の高さを感じた。これまで、法隆寺

のバッハゾーンとしての風致景観が守られてきたことは非常に意義深いことであり、こ

れを後世に引き継いでいくことが重要であると考えているとの答弁がありました。 

 その他に、コミュニティバスの運行について、出前講座の体制について、たばこ税に 

ついてなど委員より質疑がありましたが、理事者より一定の答弁がされております。 

 次に、第３款、民生費については、総合福祉会館の建設には巨額の費用がかかり借金

をすることになるが、公債費の返還についてはどう考えているのかとの質問には、財政

状況は厳しいが、住民のニーズが高いことから、その必要性を考慮する中、事業を進め

ていかなければならないと考えているとの答弁がありました。 



 その他に、老人福祉電話基本料金の助成について、人権問題職員研修の実施について

、緊急通報装置の設置について、社会福祉法人サービス利用料の助成についてなど、委

員より質疑がありましたが、理事者より一定の答弁がなされております。 

 次に、第４款、衛生費については、公害指導の実施について、どういうものが発生し

ているかとの質問には、近隣の騒音や振動、悪臭などの苦情が主なものであるとの答弁

がありました。また、粗大ごみのリクエスト収集について、必ず立ち会いが必要と聞い

ているが、もう少し簡略化出来ないかとの意見がありました。 

 その他にも、飼い猫の不妊手術の助成について、基本健康診査について、委員より質

疑がありましたが、理事者より一定の答弁がなされております。 

 次に、第５款、農林水産業費では、鳥インフルエンザのその後について、ジャンボタ

ニシの件について、委員より質疑がありましたが、理事者より一定の答弁がされました 

。 

 次に、第６款、商工費では、観光自動車駐車場のトイレが快適に使える状態にないと

聞いているが、どう考えているのかとの質問に対し、トイレの改修は時期も考えないと

いけませんので、状況を十分見てまいりたいとの答弁がありました。 

 その他に、商工会に対する支援について、消費者相談の内容について、歴史街道散策

ルートの維持管理で行った修理内容について、観光会館について、委員より質疑があり

ましたが、理事者より一定の答弁がされております。 

 次に、第７款、土木費では、国の事業に対し、町が予算を組んで費用を出すというこ

とは違法になると聞いているが、パークウェイの促進事業についてはそのおそれはない

のかとの質問に、これは町が設置した、いかるがパークウェイ推進協議会の広報発行な

どの活動費用であり、道路法にいう負担金ではないので、違法にはならないとの答弁が

ありました。 

 その他に、法隆寺駅前のプランターの管理について、委員より質疑がありましたが、

理事者より一定の答弁がされております。 

 次に、第８款、消防費では、県の防災ヘリコプターの運営に負担金を支出しているが

、これまでに出動されたことはあるのかとの質問に、防災訓練ではあるが、災害時には

ないとの答弁がありました。 

 また、委員より、地区別防災訓練について、年３回と計画的にされているようだが、

最近、台風などの被害が多いことから、より訓練の密度を高めていただきたいとの意見



がありました。 

 次に、第９款、教育費では、小中一貫教育の調査研究を進めているというが、どこま

で進んでいるのかとの質問に、これまで１０回の調査研究部会を開いている。その中か

ら、より具体的に進めるため、部会を５つに分けて現在研究されているとの答弁があり

ました。 

 また、スクールカウンセラーは同じ方が来ているのかとの質問には、昨年、今年と同

じ先生で、もし代わったとしても、記録が残っているので、指導の継続は出来ると考え

ているとの答弁がありました。 

 その他に、青少年野外活動センターの運営について、町民体育大会について、３０人

学級について、民族資料室の開設日について、外国人英語指導助手の設置について、パ

ソコンを利用した授業について、学校図書の専任司書について、学校プールの日除けに

ついて、委員より質疑がありましたが、理事者より一定の答弁がされております。 

 第１０款、災害復旧費、第１１款、公債費、第１２款予備費では、委員より特に質疑

はありませんでした。 

 以上で歳出に対する質疑を打ち切り、次に、歳入全般について質疑をお受けしたとこ 

ろ、委員より若干の質疑があり、理事者より一定の答弁がされたところであります。 

 以上で、一般会計歳入歳出に対する質疑を終結いたしました。 

 続いて、認定第５号 平成１５年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の

認定については、委員より、資格証の発行について質疑がありましたが、理事者より一

定の答弁がされております。 

 次に、認定第６号 平成１５年度斑鳩町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定につい

ては、委員より、高額療養費の償還申請について、在宅酸素利用者について、質疑があ

りましたが、理事者より一定の答弁がされております。 

 次に、認定第７号 平成１５年度斑鳩町大字龍田財産区特別会計歳入歳出決算の認定

については、委員より、特に質疑はありませんでした。 

 次に、認定第８号 平成１５年度斑鳩町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定

については、委員より、下水道料金の徴収について財政への影響が心配されるとの質問

があり、当初の目的や趣旨を住民の方に十分理解していただく中、公共下水道の接続を

促進し、使用料の増収を目指す努力が必要で、そのための啓発も重要と認識していると

の答弁がありました。 



 次に、認定第９号 平成１５年度斑鳩町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついては、委員よりホームヘルプサービスの利用料について質疑がありましたが、理事

者より一定の答弁がされております。 

 以上、それぞれ特別会計の質疑を終了し、この後、委員会の意見集約を行うため休憩

とし、再開後、認定第４号 平成１５年度斑鳩町一般会計歳入歳出決算の認定について

は賛否の討論を必要とする申し出があり、討論を行うこととし、本件を認定することに

反対の意見を求めましたところ、決算全体を見る中で、地方交付税、また町税が大きく

減収となる中で、公債費は横ばい状態であり、このまま行くと、経常収支比率が平成１

８年度には１００％を超えてしまうと予測されるが、財源について明確なものが見えて

こない。緊縮財源を余儀なくされる中では、支出をいかに抑えていくかという点が重要

である。 

 また、みんなのお金をより公平に使うという点から見ますと、特定の団体の集会に公

費で数多くの職員を派遣していることについて、納得が出来ない。また、教育の分野で

は、子どもたちがより学びやすい環境整備の確立として、保護者からの要望も強い３０

人学級の実現や、子どもたちの活字離れを防ぐためにも、有効な専門の司書教諭の配置

について、実現を図っていただくよう要望しておく。 

 今後、緊縮財政を余儀なくされる中、より少ない費用でいかに大きな効果を上げるか

、住民参加と住民合意に向け、さらなる研究に取り組むようにとの反対意見が述べられ

ました。 

 次に、本件を認定することに賛成の意見を求めたところ、決算の審査に当たり、最小

のコストで最大限の効果を発揮することが出来たかなどに注目し、審議を行った。平成

１５年度の行政施策の成果は、町長の提案説明及び本決算審査特別委員会での説明でも

あったが、概ね初期の目的どおり執行されたものと考える。しかし、一部の取り組みに

は不十分さが感じられたが、相対的に、厳しい財政環境の中、住民の要請に応えて、住

民福祉の向上を図るため、真剣に諸施策の推進に取り組まれてきたものと考える。 

 地方を取り巻く環境は、地方分権社会の推進、三位一体の改革など大きく変化してき

ており、地域における行政を自主的かつ総合的に担う地方団体の機能は、ますます重要

なものとなってきている。このことから、社会経済の動向に即した機動的で弾力的な町

行政の運営に引き続き努力されること。特に、その基盤となる財政運営には細心の注意

が払われること。また、決算審査で各委員が指摘した内容が、今後の施策に生かされる



ことを強く要望して認定に賛成するというものでした。 

 本件については、賛否両論であり、採決の結果、当委員会としては賛成多数で認定す

べきものと決しました。 

 続いて、認定第５号 平成１５年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の

認定について、認定第６号 平成１５年度斑鳩町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定

について、認定第７号 平成１５年度斑鳩町大字龍田財産区特別会計歳入歳出決算の認

定について、認定第８号 平成１５年度斑鳩町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の

認定について、認定第９号 平成１５年度斑鳩町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の

認定については、それぞれ当委員会として満場一致で認定すべきものと決しました。 

 以上が、本会議より付託を受けました一般会計及び特別会計歳入歳出決算の認定につ

いての当委員会での審査の概要と結果であります。詳しくは、後日会議録を作成し配布

いたしますので、ご覧いただければ幸いです。 

 これをもって決算審査特別委員会委員長報告を終わらせていただきます。ご清聴あり

がとうございました。 

○議長（浅井正八君）  以上で各委員長の報告が終わりました。 

 これより、付議順序に従いまして表決を行ってまいります。 

 議案第２８号 斑鳩町印鑑条例の一部を改正する条例についてをお諮りいたします。 

本案については、質疑、討論を省略し、委員長報告どおり可決することにご異議ござい

ませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（浅井正八君）  異議なしと認めます。よって議案第２８号については、満場一致 

で可決いたされました。 

 続いて、議案第２９号 斑鳩町町税条例の一部を改正する条例について討論を行いま

す。 

 初めに、本案を可決することに反対する議員の意見を求めます。１３番、木澤議員。 

○１３番（木澤正男君） それでは、議案第２９号 斑鳩町町税条例の一部を改正する条 

例について、反対の立場から意見を述べさせていただきます。 

 平成１６年３月３１日に交付された地方税制の改正に伴っての条例改正ということで

すが、斑鳩町では、平成１７年度から生計同一の妻に対する非課税措置が廃止されるこ

とによって、１，９００人を対象に、平成１７年度では２８５万円、平成１８年度では



５７０万円の負担増となります。 

 また、老年者控除が廃止されることによって、平成１８年度では、１０５０人を対象

に１，５００万円の負担増です。一定所得のある方にそれなりの負担をしていただくこ

とについては理解出来るのですが、税負担の公平の観点から見て、６５歳以上で所得１

，０００万円以下の方に対し、一律に４８万円の控除が削除されるという老年者控除の

廃止は、低所得者層に対する負担が大きくなることから、公平になっていないというこ

とを申し上げます。 

 また、非課税世帯に対する影響はないものの、公的年金控除の見直しにより、所得の

計算式が変わることで、所得税の課税最低減が下がり、住民税が新たに負担増となるだ

けではなく、制度改正された翌年度以降において、応能割のある国民健康保険料や所得

段階別の介護保険料においても、保険料の段階が上がる世帯では、二重、三重の負担増

となることから、低所得者層の高齢者にとって冷たい仕打ちであることを指摘いたしま

す。 

 また、そもそもの問題として、さきの５月臨時議会でも反対討論の際にふれさせてい

ただきましたが、今回の国の地方税制改正は、国から地方への財政削減の穴埋めとして

、地方自治体と住民に新たな負担を強いるものであり、今回特に低所得の高齢者の暮ら

しをさらに追い詰めるものになっていることから、国で決まったから仕方がないとはせ

ず、国に対しても意見を上げていくべきだと考え、住民の暮らしを守る立場から強く反

対いたします。 

 以上、簡単ではありますけれども、私の反対討論とさせていただきます。ご清聴あり

がとうございました。 

○議長（浅井正八君）  次に、本案を可決することに賛成する議員の意見を求めます。９ 

番、浦野議員。 

○９番（浦野圭司君） それでは、斑鳩町町税条例の一部を改正する条例について、賛成 

とする立場で意見を述べます。 

 現下の経済、財政状況等を踏まえ、持続的な経済社会の活性化を目指し、将来にわた

る国民の安心を確保するため、あるべき税制の構築に向け、平成１６年度地方税制の改

正を内容とする地方税法の一部を改正する法律が、平成１６年３月３１日に交付された

ことにより、改正されるものであります。 

 今回の改正では、生計同一の妻に対する非課税措置の廃止として、近年、就業し、所



得を得る妻で所得割を納める妻が全国で８３４万人に及び、生計同一の妻については、

幾ら所得を得ていても均等割が課税されず、税負担の不公平が生じていることを背景に

、生計同一の妻に対する非課税措置を廃止すること。 

 また、老年者控除は、６５歳以上の納税義務者で、合計所得金額が１，０００万円以

下である者に適用されますが、６５歳以上の大部分に適用され、実質的に年齢のみを基

準に高齢者を優遇する制度となっています。高齢者の状況は、健康状態、経済力等は個

々それぞれに異なり多様であり、一口に論ずることが出来ないことから、現行の年齢だ

けで高齢者を別扱いとする制度は見直しをする必要があるのではと指摘もされてきまし

た。 

 このような状況にあって、老年者控除の廃止及び生計同一の妻に対する非課税措置の

廃止は、税負担の公平性を図る観点から見て妥当なものと考えております。なお、生計

同一の妻については、１７年度から段階的に実施することなど、実施についても納税者

に配慮されたものとなっております。 

 私は、ただいま述べました理由により、このたび条例改正について賛成するものであ

ります。皆様のご賛同をいただきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（浅井正八君）  これをもって討論を終結いたします。 

 本案について賛否両論であります。よってこれより採決を行います。 

 原案どおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。 

         （起立する者あり） 

○議長（浅井正八君）  賛成多数であります。よって議案第２９号については、賛成多数 

で可決されました。 

 続いて、議案第３０号 斑鳩町保育の実施に関する条例の一部を改正する条例につい

てをお諮りいたします。本案については、質疑、討論を省略し、委員長報告どおり可決

することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（浅井正八君）  異議なしと認めます。よって議案第３０号については、満場一致 

で可決いたされました。 

 続いて、議案第３１号 斑鳩町在宅ねたきり老人介護手当支給条例の一部を改正する

条例についてをお諮りいたします。本案については、質疑、討論を省略し、委員長報告

どおり可決することにご異議ございませんか。 



         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（浅井正八君）  異議なしと認めます。よって議案第３１号については、満場一致 

で可決いたされました。 

 続いて、議案第３２号 平成１６年度斑鳩町一般会計補正予算（第４号）についてを

お諮りいたします。本案については、質疑、討論を省略し、委員長報告どおり可決する

ことにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（浅井正八君）  異議なしと認めます。よって議案第３２号については、満場一致 

で可決いたされました。 

 続いて、議案第３３号 平成１６年度斑鳩町介護保険事業特別会計補正予算（第１号

）についてをお諮りいたします。本案については、質疑、討論を省略し、委員長報告ど

おり可決することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（浅井正八君）  異議なしと認めます。よって議案第３３号については、満場一致 

で可決いたされました。 

 続いて、議案第３４号 平成１６年度斑鳩町公共下水道管渠築造工事請負契約の締結

についてをお諮りいたします。本案については、質疑、討論を省略し、委員長報告どお

り可決することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（浅井正八君）  異議なしと認めます。よって議案第３４号については、満場一致 

で可決いたされました。 

 続いて、議案第３５号 大和路線法隆寺駅橋上駅舎工事協定の変更についてをお諮り

いたします。本案については、質疑、討論を省略し、委員長報告どおり可決することに

ご異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（浅井正八君）  異議なしと認めます。よって議案第３５号については、満場一致 

で可決いたされました。 

 続いて、議案第３６号 奈良県市町村会館管理組合を組織する地方公共団体の数の減

少についてをお諮りいたします。本案については、質疑、討論を省略し、委員長報告ど

おり可決することにご異議ございませんか。 



         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（浅井正八君）  異議なしと認めます。よって議案第３６号については、満場一致 

で可決いたされました。 

 続いて、議案第３７号 奈良県市町村非常勤職員公務災害補償組合を組織する地方公

共団体の数の減少及び奈良県市町村非常勤職員公務災害補償組合規約の変更についてを

お諮りいたします。本案については、質疑、討論を省略し、委員長報告どおり可決する

ことにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（浅井正八君）  異議なしと認めます。よって議案第３７号については、満場一致 

で可決いたされました。 

 続いて、議案第３８号 奈良県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数

の減少及び奈良県市町村職員退職手当組合規約の変更についてをお諮りいたします。本

案については、質疑、討論を省略し、委員長報告どおり可決することにご異議ございま

せんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（浅井正八君）  異議なしと認めます。よって議案第３８号については、満場一致 

で可決いたされました。 

 続いて、承認第８号 町長専決処分について承認を求めることについて（平成１６年

度斑鳩町水道事業会計補正予算（第１号）について）をお諮りいたします。本案につい 

ては、質疑、討論を省略し、委員長報告どおり承認することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（浅井正八君）  異議なしと認めます。よって承認第８号については、満場一致で 

承認いたされました。 

 続いて、認定第４号 平成１５年度斑鳩町一般会計歳入歳出決算の認定について討論

を行います。 

 初めに、本案を認定することに反対する議員の意見を求めます。１４番、里川議員。 

○１４番（里川宜志子君） それでは、認定第４号、平成１５年度斑鳩町一般会計歳入歳 

出決算を認定することにつきまして、反対の立場から意見を述べさせていただきます。 

 まず、問題点について述べていきたいと思います。 

 １５年度行われました住民基本台帳ネットワークシステムの導入につきまして、費用



としては９６７万６，６９７円という多額の費用がかかっております。その時点で、国

の補助が、国から言われこのシステムを導入し、国の補助が一体幾らあるのかという私

の質問に、行政側としては答えられないというような状況が当時ございました。結局、

１５年度の決算を終えたところで、国から交付税の算入をされましたのが、３０１万７

，０００ということで、結局町は、１５年度に６６６万円という費用をこの住基ネット

システムにかけたわけです。ところが、この１５年の４月から、先月、１６年の８月ま

での間にＩＣカードを申請されて交付を受けられた方というのは、５８名しかいらっし

ゃいません。というような現状がございます。 

 今後は、既に磁気カードでパゴちゃんカードというのを発行しておりますが、これも

ＩＣカードが先に見える中で二重投資ではないかというような私たちの意見を、町とし

ては無視をする形で、磁気カードの方を施行をまずやりましたが、今後はこのパゴちゃ

んカードですらお持ちでない多くの住民の方、そしてこのＩＣカード、どういうふうに

整合性を保っていくのかということが、非常に今後の行政の課題であるというふうに考

えてます。 

 また、小集落地区改良事業につきましては、地対財特法は既に終結をしております。

そして、今後事業はやるのかという問いかけにつきまして、理事者ははっきり続けてや

るというふうに答弁をしております。けれども、この事業を続けてやるというものの、

財源の問題であるとか、工事の計画などについての方針は全く示されていないというこ

とを指摘しておきたいと思います。 

 そしてまた、小中学校の「なかま」という副読本がございます。特定の団体が発行し

ているものを、全額公費で全生徒に配布されるという、教科書と同じような扱いになっ

ているという特別な扱いがあることに、不透明さがあり、理解が出来ないということを

申し上げておきます。 

 また、特定の団体が行う集会に、町の職員を県の集会で４５名も公費で派遣をしてい

る。さらには、その大会の上部の集会があって、全国大会にもさらに２名公費で派遣を

しているという問題につきましては、これは少し異常である。本来職員の皆さんが、そ

ういったさまざまな集会に参加されるのはご本人の自由ですし、何に参加されようが私

たちは何も言うこともないと思うんですが、ただ４５名もの職員を公費で派遣するとい

うことにつきましては、私はやはりこの点については申し上げておきたいというふうに

思っております。 



 また、ＪＲ法隆寺駅の橋上化の基本設計に、１５年度では３，３００万円が計上され

ておりました。この時にも、ＪＲ側は意見はおっしゃられますけど、この時お金は出さ

ない、お金は出ていないという状況の中、私は町に対しまして、サービスの切り捨てを

さらにＪＲがする、法隆寺駅の北口の駅員の無配置時間を延長して昼間に駅員さんがい

ないという状態をつくった、このことについて、今後駅の橋上化で協議をする中でＪＲ

とこのことについてはしっかりと協議をしてほしい、その無配置時間の拡大については

是正をしてほしいという要望をしておりましたけれども、それもうまくいかなかったと

いうことで、私たちは、交通バリアフリー法制定後に段差のあるあの駅の北口で残念な

結果になったということを非常に悔やんでおりました。 

 また、ＪＲ法隆寺駅の問題につきまして、今後ですが、公共交通機関の利用者につい

ては、斑鳩町の住民だけが利用するというものではなく、不特定多数の方が利用すると

いう性格上、公共交通機関自身の責任の追及と、国民、県民というレベルで不特定多数

の方々をとらえ、国や県からの補助についてもさらなる追及をしていっていただきたい

ということを申し上げておきたいと思います。 

 また、小中一貫教育の研究につきましては、色々な意見があったと思いますが、１５

年度では、行き先も決まらないまま視察に行くということで補正予算を組まれたという

ような状況があったと思います。今後は、補正予算を組む場合、やはりきちっとした目

的を持って計画を示して上程をしていただきたいということを思っております。 

 また、町立図書館と学校図書室のネットワークにつきましては、パソコンの導入、イ

ンターネットの活用、こういったものと並行して、私は子どもたちにとって活字離れが

さらに進む。そんな中、非常に重要な要素を持つ問題というふうに認識を持って町へ色

々な意見を申し上げてまいりましたが、非常に消極的な答弁しかいただけず、取り組め

ていないという状況があるということを申し上げておきたいと思います。 

 また、国民健康保険の保険証の改善なども以前から取り上げ申し上げてまいりました

けれども、３世代、４世代同居などの中で、家族の多い家や持病のある方など非常に不

便な状況があることなども、今も、現在も言い続けていますが、余りにも消極的な回答

しかされていないことも指摘をしておきたいと思います。 

 そして、自治会を含む各種団体への補助金を出す場合、すべてにおいて同じ手順、基

準を徹底し、町民から疑問が出ないよう信頼される行政となるよう、さらなる努力が求

められているということも付け加えさせていただきたいと思います。 



 そしてまた、今後の要望といたしましては、支援費制度、障害者ご本人、ご家族が理

解出来る説明、そしてまた利用者本位のサービス、提供が出来るように、町としても努

力をしていただきたい。 

 また、介護保険制度につきましては、現在国で見直しの議論がされております。保険

者として、国や県に対して要求すべき点については要求をしていっていただきたいとい

うこともお願いをしておきたいと思います。 

 また、メンタルヘルスについて、予算の段階でも私は申し上げてきたと思うんですけ

れども、これは小さな子どもさんからお年寄りまで今非常に重要な問題であるというふ

うに考えております。今後、こういったメンタルヘルスの問題についても力を入れてい

っていただきたい。 

 また、アナログからデジタルへの電波の周波数変更に伴う、特に家電のリサイクルに

つきましての対策、こういったものには今後も積極的に早くから取り組んでいただきた

いということをお願いをしたいと思います。 

 また、合併協議会で、規約にある、是非の議論のないまま合併協議会が終了されたこ

とには非常に重大さが残るというふうに考えておりますが、今後は住民説明会で住民に

わかりやすい資料での説明、質問への回答、情報の公開を積極的に行われた上で住民投

票となるよう要望しておきたいと思います。 

 そして、最後に、他の議員より、現在係争中の問題があることから、公金の支出に疑

義がある旨をつけ加えさせていただきます。 

 また、今後は、時代の変化に敏感に対応し、地方自治の主役である住民との関係では

、情報公開、説明責任などの徹底と情報の啓発に特段の配慮がなされるよう、厳しい財

政の中で、緊急性、必要性、将来性の高いものを精査し、住民の福祉向上にさらに努め

られるよう要望をいたしまして私の反対討論とさせていただきます。どうもご清聴あり

がとうございました。 

○議長（浅井正八君）  次に、本案を認定することに賛成する議員の意見を求めます。８ 

番、坂口議員。 

○８番（坂口 徹君） それでは、認定第４号、平成１５年度斑鳩町一般会計歳入歳出決 

算の認定につきまして、賛成の立場から意見を述べさせていただきます。 

 大変厳しい財政環境ではありますが、第３次斑鳩町総合計画の実現に向け、本町が直

面する課題への対応と重点施策の着実な推進に積極的に取り組んでこられました。 



 その主な取り組みにつきまして述べますと、ハード面では、懸案でありましたＪＲ法

隆寺駅橋上駅舎への取り組みをはじめとして、史跡中宮寺跡史跡用地の公有化への着手

、都市計画道路法隆寺線、法隆寺・藤ノ木線の整備などに積極的に対応されております

。 

 そして、ソフト面におきましても、２４時間緊急センターによる緊急通報受診システ

ムの構築、福祉サービス現況調査の実施、ブックスタートの実施、郵便局を活用した住

民窓口の充実などの新規事業にも積極的に取り組まれております。 

 これら取り組みを見ますと、今日の厳しい財政環境の中ではありますが、住民の要請

に応えて、住民福祉の向上を図るため、諸施策の推進に真剣に取り組まれてきたものと

考えます。 

 最後に、厳しい経済情勢の中ではありますが、健全で安定的な財政運営を第一に、引

き続き諸施策の推進に真剣に取り組まれると共に、決算審査意見書及び決算審査特別委

員会での各委員が厳しく指摘した内容については真摯に受け止め、今後の施策に生かさ

れることを強くお願いし、町行政の一層の努力をお願いし、私の賛成意見といたします

。議員皆様のご賛同をいただきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（浅井正八君）  これをもって討論を終結いたします。 

 本案については、賛否両論であります。よってこれより採決を行います。 

 原案どおり認定することに賛成の議員の起立を求めます。 

         （起立する者あり） 

○議長（浅井正八君）  起立多数であります。よって認定第４号については、賛成多数で 

認定されました。 

 続いて、認定第５号 平成１５年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の

認定についてをお諮りいたします。本案については、質疑、討論を省略し、委員長報告

どおり認定することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（浅井正八君）  異議なしと認めます。よって認定第５号については、満場一致で 

認定いたされました。 

 続いて、認定第６号 平成１５年度斑鳩町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定につ

いてをお諮りいたします。本案については、質疑、討論を省略し、委員長報告どおり認

定することにご異議ございませんか。 



         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（浅井正八君）  異議なしと認めます。よって認定第６号については、満場一致で 

認定いたされました。 

 続いて、認定第７号 平成１５年度斑鳩町大字龍田財産区特別会計歳入歳出決算の認

定についてをお諮りいたします。本案については、質疑、討論を省略し、委員長報告ど

おり認定することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（浅井正八君）  異議なしと認めます。よって認定第７号については、満場一致で 

認定いたされました。 

 続いて、認定第８号 平成１５年度斑鳩町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認

定についてをお諮りいたします。本案については、質疑、討論を省略し、委員長報告ど

おり認定することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（浅井正八君）  異議なしと認めます。よって認定第８号については、満場一致で 

認定いたされました。 

 続いて、認定第９号 平成１５年度斑鳩町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定

についてをお諮りいたします。本案については、質疑、討論を省略し、委員長報告どお

り認定することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（浅井正八君）  異議なしと認めます。よって認定第９号については、満場一致で 

認定いたされました。 

 続いて、認定第１０号 町道認定についてをお諮りいたします。本案については、質

疑、討論を省略し、委員長報告どおり認定することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（浅井正八君）  異議なしと認めます。よって認定第１０号については、満場一致 

で認定いたされました。 

 続いて、報告第９号 議会の委任による町長専決処分の報告について（損害賠償の額

の決定について）をお諮りいたします。本案については、質疑、討論を省略し、委員長

報告どおり了承することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 



○議長（浅井正八君）  異議なしと認めます。よって報告第９号については、満場一致で 

了承いたされました。 

 続いて、報告第１０号 議会の委任による町長専決処分の報告について（平成１６年

度斑鳩町一般会計補正予算（第３号）について）をお諮りいたします。本案については

、質疑、討論を省略し、委員長報告どおり了承することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（浅井正八君）  異議なしと認めます。よって報告第１０号については、満場一致 

で了承いたされました。 

 ここでお諮りいたします。皆さんのお手元に配付いたしております追加日程１、発議

第５号 斑鳩町の合併についての意思を問う住民投票に関する条例の一部を改正する条

例について、追加日程２、発議第６号 郵政民営化に関する意見書について、追加日程

３、陳情第３号 「陳情書」について、追加日程４、要請第４号 「抗議・要請文」に

ついてを日程に追加し、日程の順序を変更し、先に審議することにご異議ございません

か。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（浅井正八君）  異議なしと認めます。よって追加日程１、発議第５号 斑鳩町の 

合併についての意思を問う住民投票に関する条例の一部を改正する条例について、追加

日程２、発議第６号 郵政民営化に関する意見書について、追加日程３、陳情第３号 

「陳情書」について、追加日程４、要請第４号 「抗議・要請文」についてを日程に追

加し、日程の順序を変更し、先に審議することに決しました。 

 それでは、追加日程１、発議第５号 斑鳩町の合併についての意思を問う住民投票に

関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

 提出者の説明を求めます。２番、松田議員。 

○２番（松田 正君） 斑鳩町の合併についての意思を問う住民投票に関する条例の一部 

を改正する条例について、提案議員を代表いたしまして、松田正が提案をさせていただ

きますので、よろしくお願いをいたします。 

 初めに議案書を朗読いたします。 

 発議第５号 

       斑鳩町の合併についての意思を問う住民投票に関する 

       条例の一部を改正する条例について 



 標記について、地方自治法第１１２条及び会議規則第１４条第２項の規定により別紙

のとおり提出する。 

                       平成１６年９月２２日提出 

                       議会議員 

                         飯 髙 昭 二 

                         西 谷 剛 周 

                         三 木 誓 士 

                         木 澤 正 男 

                         里 川 宜志子 

                         松 田   正 

 なお、条例改正の要旨が別紙に記載をいたしておりますとおりでございますが、その

要旨といたしまして、１つには、永住外国人について住民投票権を付与することの規定

を追加するということ、２つには、前項に規定する「永住外国人」についての定義を明

示する条文を追加するという２点であります。 

 改正条文の内容及び新旧対照表は、別紙に添付いたしておりますので、ご参照いただ

きたいと思います。朗読については省略いたします。 

 それでは、提案趣旨について申し述べて、条例改正について議員各位のご賛同を得た

いと願うものであります。 

 斑鳩町議会は、６月定例会で、斑鳩町の合併についての意思を問う住民投票に関する

条例案を、市町村合併調査研究特別委員会の委員長提案により満場一致で可決成立をし

ました。この住民投票条例案は、特別委員会の中に、住民投票検討小委員会を設置して

議論を尽くしてきたが、投票資格者の年齢を、１８歳とするか２０歳とするか、永住外

国人を含めるか否かについて議論が分かれているので、特別委員会での判断を得たいと

いうことになり、特別委員会では、採決の結果、賛成多数で２０歳以上、日本国籍を有

する者を対象とするということに決しました。 

 市町村合併調査研究特別委員会の構成が、議長を除く全議員となっていることから、

その結論を尊重し、あえて本会議では、投票条例の成立に異議を求め、賛否の討論をせ

ずに全議員の賛成によって可決されました。このことの是非については、今後検証して

いく必要があると思っています。 

 このような経緯に基づき成立した斑鳩町の合併についての意思を問う住民投票に関す



る条例について、在日本大韓民国民団県地方本部をはじめとする団体から、永住外国人

の投票権を除外したことに、抗議、条例改正を求める陳情書などが町議会に提出される

にいたりました。 

 信頼される議会、開かれた議会を目指している議会といたしまして、この事態を真摯

に受け止め、市町村合併調査研究特別委員会で率直な意見論議を交わし、討論を深めて

まいりました。しかし、審議は合意を得ないままに打ち切られました。とは言え、討議

を深めることによって、合併の是非を問う住民投票で、永住外国人を資格対象者に加え

ることは、何ら憲法に違反するものではないということや、参政権とこの種の住民投票

のあり方を区別して考えるべきだなどということが理解され、認識されたのも事実だと

思います。住民としての権利は、永住外国人にも認められており、全住民にかかわる合

併問題を問う住民投票権を認めることは、極めて常識的な対応であると考えます。 

 ７町合併に関する住民説明会が、１０月２日から１１月１３日の１２日間開催される

予定になっており、その際に、住民投票の実施についても決定されることになっていま

す。ことなどを考慮する時、住民投票条例をめぐる取り扱いは、時間的に余裕がありま

せん。少なくとも９月議会中に対応措置を講ずるべきであると考えました。 

 そこで、住民投票条例の第５条の投票資格者に、永住外国人を含めるための諸規定、

別紙のとおり追加するように求め、９月議会最終日ではありますが、あえて改正案を提

出することにいたしました。議員各位の良識と冷静な判断によって、この条例案が可決

されることを心から願い提案するものであります。終わります。 

○議長（浅井正八君）  本案については、これより討論を行います。 

 初めに、本案に反対する議員の意見を求めます。７番、小野議員。 

○７番（小野隆雄君） ただいま議題となっております発議第５号 斑鳩町の合併につい 

ての意思を問う住民投票に関する条例の一部を改正する条例について、反対の立場で意

見を申し上げます。 

 条例改正案の提案説明でも申されているとおり、陳情書などの提出により、討議を深

めることによって、合併の是非を問う住民投票で永住外国人を資格対象者に加えること

は、何ら憲法に違反するものではないということや、参政権とこの種の住民投票のあり

方は区別して考えるべきだなどということが理解され、認識されてきたことも事実です

。 

 ただ、この条例が、さきの６月議会で、本条例につきましては、市町村合併調査研究



特別委員会において終始熱心にご審議をいただき、取りまとめをいただいたものであり

、議員皆様のご理解とご賛同をいただきますようにとの提案説明を受けて、全員起立に

より満場一致で可決成立した条例です。 

 さらに、執行機関である町としても、地方自治法第１７６条に規定されている再議に

付する必要がないと太鼓判を押してある信頼される議会の議員提案による条例でありま

す。 

 また、住民としての権利、義務は、永住外国人にも認められており、全住民にかかわ

る合併問題を問う住民投票権を認めることは、極めて常識的な対応であると考えること

も事実だと思います。 

 ただ、この条例が現在審議中であり、その中での意見や提案、または修正動議の要旨

等であればそのように考えることもあり得るかもしれませんが、３カ月前にそれらのこ

とも議論した上で、全議員で議決し、執行機関の町も、何ら違法性も瑕疵もないと太鼓

判を押した条例に基づき、その執行に必要な補正予算を、先ほど満場一致で可決したこ

の議会で条例改正を議員提案することは、極めて非常識な対応であると同時に、議員と

しての信念と見識の欠如であります。 

 とりわけ、陳情書等を審議した特別委員会で、私も陳情書を読ませていただきまして

、当然こういうものが来るだろうなと想像はしていましたと。私たちの先輩議員が、開

かれた斑鳩議会ということで、１９９５年１２月議会で、永住外国人の地方参政権付与

に関する意見書を国に提出しているわけです。先輩議員の方がこういうことも既に出し

ていて、地方の参政権まで認めていっているわけです。それに対して、こういう逆行す

るような住民投票についての参政権が出ないということは、はなはだ疑問に思っており

ますという、全く意味不明の無責任な発言をしている議員や、一般質問で人種差別とい

う言葉を使い、人種差別は悪であるという誰にも反論出来ない普遍的な問題を持ち出し

てきて、いかにも６月に制定された条例を、そしてその条例の賛同者を悪者扱いにする

卑怯な議員が、この提出者に加わっている改正案には、決して賛同出来るものではあり

ません。 

 ネットのニュースで、斑鳩町の投票権の条件について団体から抗議が出ていることを

知り、メールを差し上げました。住民投票に関する条例を拝見しましたが、どこが差別

、時代に逆行なのかわかりませんと、９月１３日にも、議会事務局あてのメールもいた

だいております。 



 また、４月１４日の市町村合併調査研究特別委員会で、私は、議員提案で条例を制定

しようとする住民投票条例ですので、その点は色々考慮しなくてはいけないのではない

かと思っています。といいますのは、あくまでもこれは住民から要望があっての住民投

票条例を制定してくださいという、そういう形の議論であれば、それは若い人らも永住

外国人の人も加えていくべきじゃないかなと。いやしくも議員提案ですので、それらに

ついてはきちっとけじめをつけて、やはり日本国籍を持っている２０歳以上の成人とい

うことで決めていくのが妥当であると、このように発言しております。 

 このことからも、私は、人種差別によって永住外国人を除外したのでは決してありま

せん。また、６月議会で賛同した議員も同じだったと、そのように認識しております。

ただ１人、人種差別のある条例と一般質問で公言されたことには、大変驚き、残念に思

います。なぜなら、その議員は、人種差別があると認識しながら６月議会にはこの条例

に賛同されたからです。 

 また、同じく４月１５日の特別委員会で木田議員は、住民投票に永住外国人を参加さ

せるというような案なんですが、それによって普通の選挙にも参加させようというよう

な、そういうのが出てくるおそれが私は多いなと。今までから、色んなところで、外国

人にも投票参加資格を与えよとか、色んな報道をされております。だから、選挙権を有

する日本国民という、それははっきり明記してもらいたいと発言されております。 

 今、提案説明では、参政権とこの種の住民投票のあり方は区別して考えるべきとの認

識の上での条例改正、提案ということは、私も理解しておりますが、この陳情書第３号

及び要請第４号からは、その内容からして、残念ながら参政権と区別して考えることは

不可能です。むしろ、４月１５日の特別委員会で木田議員が危惧されたとおりのことで

あり、この条例改正案には反対せざるを得ないものです。 

 この議案の提出者は、６月議会開会中の特別委員会で採決の際、永住外国人を含める

と意思表示された６名の方です。その後の本会議で賛同し、何ら状況が変わっていない

のに、改正を発議されるのは私としては全く理解出来ない行動でありますが、その特別

委員会で含めないと意思表示された９名の議員のためにも、斑鳩町議会の権威と良識の

ためにも、また執行機関の斑鳩町の名誉のためにも、この条例改正案は受けることは出

来ません。 

 最後に、議長や市町村合併調査研究特別委員長も参加されている鳩友会の会長から、

条例改正案が提出されたら反対討論を頼むとの要請が先日私にあったことを申し添え、



この議案への反対意見といたします。議員皆様の良識と、毅然とした対応をお願いいた

します。どうぞよろしくお願いします。 

○議長（浅井正八君）  次に、本案に賛成する議員の意見を求めます。３番、飯髙議員。 

○３番（飯髙昭二君） それでは、斑鳩町の合併についての意思を問う住民投票に関する 

条例の一部を改正する条例について、賛成の立場より意見を述べさせていただきます。 

 去る７月３０日、在日本大韓民国民団奈良県地方本部より町議会に陳情書が提出され

ました。その趣旨は、永住外国人の投票権を排除したことに抗議し、条例の改正を求め

るとのことです。ご存じのように、全国初の永住外国人に住民投票権を与えた滋賀県米

原町では、町長の発案により、永住外国人に住民投票権を付与する条例が成立した。 

 町長の条例提案理由の中で、合併問題は、町民と共に考え、よりよい選択をすること

が重要。また、難しい議論のある地方参政権とは違い、住民とは何かの視点から導入を

判断したと述べられている。住民投票は、住民と共にまちの将来を考える中で、住民の

誰もが平等に参加出来る可能性を引き出すきっかけとなり、地方分権を実現するための

大きな流れになったと考えられる。現に、１４０近くの自治体が賛同し、永住外国人の

投票権を認めている。 

 このような流れの中で、残念ながら、斑鳩町は６月定例会で、住民投票に関する条例

の採決の結果、永住外国人の住民投票権を認めないとの結論に至った。しかし、斑鳩町

の住民投票条例の第１条に、町民の意思を確認し、もって民意を反映した選択をするこ

と、第２条以降に、住民投票は、町民の自由な意思が反映されるものでなければならな

いと記載。この条項は、住民投票の最も基本的な事項であり、住民を主体とするより多

くの住民の方の自由な意思を反映させていくことが住民投票の目的であります。 

 また、憲法はもとより、法律や政令、あるいは都道府県の条例に抵触することがない

ことから、永住外国人の住民投票権が付与されるのは当然のことと言える。したがって

、住民投票から除外される理由はどこにもないと考える。 

 次に、陳情書にも明記されているように、地方自治法第１０条には、住民の概念が明

確に規定されている。住民としての権利義務は、地方自治法第１０条に基づき、永住外

国人にも認められ、地域で暮らす日本国民と同様、住民投票権の権利を認めることは、

常識的な判断と考える。したがって、条例の一部改正は当然であると認識する。 

 以上、陳情書における私の見解であり、陳情の趣旨は妥当であると考える。 

 また、このほか、８月６日に、多文化共生フォーラム奈良から抗議・要請文が、続い



て９月１日にも奈良在日外国人保護者の会より抗議文が提出されている。いずれも住民

投票条例の改正を求める抗議文であり、趣旨の内容も詳細にわたり陳情書と同様主張さ

れているとおりであると考える。 

 したがって、以上のような理由により、斑鳩町の合併についての意思を問う住民投票

に関する条例の一部を改正する条例について、私の賛成討論といたします。皆様のご賛

同をよろしくお願いいたします。 

 最後に、今回住民投票に関する条例について多くの皆様にご心配をおかけいたしまし

たことにおわびを申し上げると共に、住民投票条例に一石を投じてくださった関係者の

方には感謝を申し上げまして、私の賛成討論といたします。ご清聴ありがとうございま

した。 

○議長（浅井正八君）  これをもって討論を終結いたします。 

 本件については、賛否両論であります。よってこれより採決を行います。 

 本案を可決することに賛成の議員の起立を求めます。 

         （起立する者あり） 

○議長（浅井正八君）  起立多数であります。よって追加日程１、発議第５号 斑鳩町の 

合併についての意思を問う住民投票に関する条例の一部を改正する条例については、賛

成多数で可決いたされました。 

 続いて、追加日程２、発議第６号 郵政民営化に関する意見書についてを議題といた

します。 

 提出者の説明を求めます。１番、嶋田議員。 

○１番（嶋田善行君） 発議第６号について提案説明をさせていただきます。 

 まず、議案書を朗読いたします。 

 発議第６号 

           郵政民営化に関する意見書について 

 標記について、会議規則第１４条の規定により別紙のとおり提出する。 

                       平成１６年９月２２日提出 

                       議会議員 

                         松 田   正    

                         森 河 昌 之 

                         小 野 隆 雄 



                         坂 口   徹 

                         嶋 田 善 行 

 本意見書は、さきの総務常任委員長報告で詳しく説明をしていただきましたので、意

見書の朗読をもちまして提案説明にかえさせていただきます。 

             郵政民営化に関する意見書 

 政府の経済財政諮問会議は、昨年１０月、郵政三事業の民営化を検討する際の指針と

して、「活性化原則」「整合性原則」など五つの基本原則を決定するとともに、郵政民営

化問題について連絡協議会を設置し、４月２６日中間報告を発表、秋ごろに最終報告を

策定するという具体的なスケジュールを決定、さらに政府は、来年の国会に法案を提出

し、郵政三事業の民営化を実現したいとしている。 

 しかしながら、我が国の郵政事業は、全国で約２万４，７００ケ所に及ぶ郵便局のネ

ットワークを通じて、都市部を始め山間僻地や過疎地にまで広く公平なサービスを提供

するとともに、住民票・印鑑証明書の交付等、行政のワンストップサービスの取り扱い

を行っている郵便局もあるなど、住民生活の利便の向上と地域社会の発展に大きく寄与

しているところであり、これらの事業は利益を追求する民間事業者には到底なじまない

ものであります。 

 よって、国におかれては、今後の郵政事業の展開を検討するにあたっては、郵政事業

が地域において果たしている公共的・社会的役割の重要性にかんがみ、これからも地域

の要請にこたえるサービスの充実と利便性の確保、とりわけ利用者の立場に立った最善

の方策の選択など、諸機能を十分に発揮できる方向で検討されるよう強く要望する。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 平成１６年９月２２日 

                            奈良県斑鳩町議会 

 どうか皆様方のご賛同をよろしくお願いいたします。 

○議長（浅井正八君）  お諮りいたします。本案については、質疑、討論を省略し、原案 

どおり可決することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（浅井正八君）  異議なしと認めます。よって追加日程２、発議第６号 郵政民営 

化に関する意見書については、満場一致で可決いたされました。本意見書は、関係機関 

に送付いたします。 



 なお、ただいまの発議第６号の可決により、請願第１号 郵政事業の民営化に反対を

求める決議の意見書提出に関する請願は、採択されたものとみなします。 

 続いて、追加日程３、陳情第３号 「陳情書」についてを議題といたします。 

 ただいま議題となっています陳情第３号 「陳情書」については、さきの発議第５号

の可決により採択されたものとみなします。 

 続いて、追加日程４、要請第４号 「抗議・要請文」についてを議題といたします。 

 ただいま議題となっています要請第４号 「抗議・要請文」については、同じくさき

の発議第５号の可決により採択されたものとみなします。 

 続いて、日程６、各常任委員会の先進地視察についてを議題といたします。 

 各常任委員長から、常任委員会の先進地視察について、斑鳩町議会会議規則第１２１

条及び斑鳩町議会議員の行政視察等派遣に関する要綱第１０条第１項の規定により、お

手元に配付いたしております計画書のとおり、先進地視察の申し出があります。 

 お諮りいたします。各常任委員長からの申し出のとおり、これを承認することにご異

議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（浅井正八君）  異議なしと認めます。よって各常任委員長からの申し出は、満場 

一致をもって承認いたされました。 

 続いて、日程７、議会運営委員会の先進地視察についてを議題といたします。 

 議会運営委員長から、委員会の先進地視察について、斑鳩町議会会議規則第１２１条

及び斑鳩町議会議員の行政視察等派遣に関する要綱第１０条第１項の規定により、お手

元に配付いたしております計画書のとおり、先進地視察の申し出があります。 

 お諮りいたします。委員長からの申し出のとおり、これを承認することにご異議ござ

いませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（浅井正八君）  異議なしと認めます。よって議会運営委員長からの申し出は、満 

場一致をもって承認いたされました。 

 続いて、日程８、都市基盤整備特別委員会の先進地視察についてを議題といたします

。 

 都市基盤整備特別委員長から、委員会の先進地視察について、斑鳩町議会会議規則第

１２１条及び斑鳩町議会議員の行政視察等派遣に関する要綱第１０条第１項の規定によ 



り、お手元に配付いたしております計画書のとおり、先進地視察の申し出があります。 

 お諮りいたします。委員長からの申し出のとおり、これを承認することにご異議ござ

いませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（浅井正八君）  異議なしと認めます。よって都市基盤整備特別委員長からの申し 

出は、満場一致をもって承認いたされました。 

  続いて、日程９、各常任委員会の閉会中の継続審査についてを議題といたします。 

 各常任委員長から、委員会において審査中の事件について、会議規則第７５条の規定

により、お手元に配付いたしております申出書のとおり、閉会中の継続審査の申し出が

あります。 

 お諮りいたします。各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに

ご異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（浅井正八君）  異議なしと認めます。よって各委員長からの申し出のとおり、閉 

会中の継続審査とすることに決定されました。それでは、各常任委員会には、それぞれ

の事件における閉会中の審査についてよろしくお願い申し上げます。 

 続いて、日程１０、議会運営委員会の閉会中の継続審査についてを議題といたします

。 

 議会運営委員長から、委員会において審査中の事件について、会議規則第７５条の規

定により、お手元に配付いたしております申出書のとおり、閉会中の継続審査の申し出

があります。 

 お諮りいたします。委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることにご

異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（浅井正八君）  異議なしと認めます。よって委員長からの申し出のとおり、閉会 

中の継続審査とすることに決定されました。それでは、議会運営委員会には、閉会中の

審査についてよろしくお願い申し上げます。 

  以上をもちまして、本日の議事日程はすべて終了いたしました。 

 閉会に先立ちまして町長のあいさつをお受けいたします。小城町長。 

○町長（小城利重君） 閉会に当たり、一言ごあいさつを申し上げます。 



 去る９月１日に、平成１６年第４回町議会定例会を招集し、平成１５年度一般会計、

各特別会計決算認定を含め３１議案を提出させていただいたところ、終始ご熱心にご審

議をいただいた結果、いずれの議案につきましても原案どおりご承認を賜り、心より深

く感謝を申し上げますと共に、厚くお礼を申し上げます。決算審査やそれぞれの議案に

おいて、ご審議いただいた中でのご意見等や一般質問で賜りました貴重なご意見に対し

ましては、その内容を十分認識し、今後の行政運営に正しく反映させてまいりたいと考

えております。どうか議員皆様方には、引き続きよろしくご理解とご協力を賜りますよ

うお願い申し上げます。 

 平成１６年度もはや半ばとなり、本年度計画いたしました事務事業も順調に執行させ

ていただいており、行政の円滑な推進のため賜りましたご意見を十分踏まえ、職員共々

精一杯努力してまいる所存でありますので、議員皆様方においては、引き続きよろしく

ご指導、ご鞭撻を賜りますよう、重ねてお願い申し上げる次第であります。 

 今年は、９月の中旬を過ぎましても真夏日が続いておりますが、議員皆様方におかれ

ましては、くれぐれもお体にご自愛をいただきますようお願い申し上げまして、閉会の

ごあいさつとさせていただきます。どうもありがとうございました。 

○議長（浅井正八君）  これをもって、平成１６年第４回斑鳩町議会定例会を閉会いたし 

ます。どうもありがとうございました。 

         （午前１１時３２分 閉会） 


